
公共工事に関する最近の動向

平成２６年10月

四国地方整備局 企画部 技術管理課
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民間投資額（兆円）

政府投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（兆円） （千業者、万人）

（年度）
出所：国土交通省「建設投資見通し」・「許可業者数調べ」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成22年度まで実績、23年度・24年度は見込み、25年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の４年度：約84兆円から22年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、25年度

は約50兆円となる見通し（ピーク時から約40％減）。

○ 建設業者数（24年度末）は約47万業者で、ピーク時（11年度末）から約22％減。

○ 建設業就業者数（25年平均）は499万人で、ピーク時（９年平均）から約27％減。

就業者数のピーク
685万人（９年平均）

499万人
（25年平均）

就業者数ピーク時比
▲27.2%

許可業者数のピーク
600千業者（11年度末）

建設投資
50.0兆円

建設投資ピーク時比
▲40.5％

許可業者数ピーク時比
▲21.8%

470千業者
（24年度末）

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

建設投資のピーク
84.0兆円（４年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約10%と
高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成24年と比較して
55歳以上が約11万人増加、29歳以下が約5万人減少（平成25年）

出所：総務省「労働力調査」
出所：総務省 「労働力調査」（暦年平均）

○建設業就業者： 685万人（H9） → 499万人（H25） ▲ 186万人（▲27%）

○技術者 ： 41万人（H9） → 27万人（H25） ▲ 16万人（▲34%）

○技能労働者 ： 455万人（H9） →   338万人（H25） ▲ 117万人（▲26%）

技能労働者等の減少 建設業就業者の高齢化の進行

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。）

建設業就業者の現状
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平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価について

(１) 最近の技能労働者の不足等に伴う労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映 （例年の４月改訂を前倒し）

(２) 社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映 （継続）

全 国（16,190円）平成25年４月比；＋７．１％（平成24年度比； ＋２３．２％）

被災三県（17,671円）平成25年４月比；＋８．４％ （平成24年度比；＋３１．２％）

Ⅱ 技能労働者の処遇改善・若年入職者増加に向けた関係者への要請（平成２６年１月３０日）

建設業団体あて 地方公共団体等（公共発注者）あて
（１）公共工事設計労務単価の改定値の早期適用
（２）ダンピング受注の排除・歩切りの根絶

（３）適切な水準の賃金や法定福利費の支払、社会保
険等への加入徹底に関する元請業者指導

民間発注者あて

（１）労務費・資材費の上昇傾向を踏まえた工事発注
や契約変更

（２）法定福利費相当額の適切な支払い

・ 法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負
担分）を適切に含んだ額による工事発注

（３）消費税の適切な支払い

（１）技能労働者への適切な水準の賃金支払
・適切な価格での下請契約の締結
・労働者への適切な水準の賃金支払を元請から下請に要請
・ 雇用する技能労働者の賃金水準を引上げ

（２）社会保険等への加入徹底
・ 元請は、法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負担
分）を適切に含んだ額による下請契約を締結
・ 下請は、技能労働者に法定福利費相当額を適切に含んだ賃
金を支払い、労働者を社会保険に加入させる

（３）若年入職者の積極的な確保
（４）ダンピング受注の排除
（５）消費税の適切な支払い

(１) 技能労働者の賃金水準の実態を注視
(２) 平成26年８月１日以降、国交省直轄工事において、元請業者及び下請代金の総額が３千万円以上の工

事における一次下請につき、社会保険等加入業者に限定（地方公共団体等の発注者に対しても、国土交通省のスキーム

を情報提供し、同様の取組みの実施の検討を促すとともに、積極的に社会保険等未加入対策に取り組むよう促す。）

全職種平均

※１ 入札不調の増加に応じて単価を引き上げるよう措置（継続）（当面被災三県のみ）
※２ 一定の既契約工事についても、新労務単価を踏まえてインフレスライド条項を適用

Ⅰ 単価設定のポイント

Ⅲ 今後の取組み
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公共工事設計労務単価の推移
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参考値【概ね１．４１倍した金額】
【参考 香川県】
○特殊作業員

設計労務単価 17,600円
必要経費込み 24,700円

○普通作業員
設計労務単価 15,700円
必要経費込み 22,100円

○交通誘導員Ａ
設計労務単価 10,200円
必要経費込み 14,300円

8



○ 公共土木工事の積算体系

工事価格

工事原価

直接工事費

一般管理費等

共通仮設費

現場管理費

工事目的物の施工に直接必要な経費
①材料費（工事施工に必要な材料の費用）
②労務費（工事施工に必要な労務の費用）
③直接経費（特許使用料、水道光熱電力料、機械経費）

施工に共通的に必要な経費
①運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、営繕費
②技術管理費

工事を監視するために必要な費用

①労務管理費（賃金以外の食事、通勤等）

②安全訓練等に要する費用

③租税公課、保険料（自動車保険、火災保険等）

④従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費（現場従
業員に係るもの）

⑤外注経費

会社の本支店での必要経費、試験研究費、付加利益

①役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費（本店・支店の従
業員に係るもの）

②修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力・用水光熱費、地代家賃

③調査研究費

④広告宣伝費、交際費

⑤減価償却費、試験研究費償却、開発費償却

⑥付加利益（法人税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金等）

間接工事費

※赤字は調査基準価格の算定式における算入率

（０.９５）

（０.９０）

（０.８０）

（０.５５）

H25.5.16より
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低入札価格調査基準とは

■ 予算決算及び会計令第８５条に規定。

■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の

基準。

■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施。

履行可能性が認められない場合には、失格。低入札価格調査基準の見直しについて

低入札価格調査基準の見直し

【範囲】

予定価格の

2/3～8.5/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.60

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.70

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

H20.4～H21.3
【範囲】

予定価格の

2/3～8.5/10

【計算式】

・直接工事費の額

・共通仮設費の額

・現場管理費×0.20

上記の合計額×1.05

S62.4～H20.3 H21.4～H23.3
【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

H23.4～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

今回（H25.5.16～）

○H25年5月16日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の一般管理費等の
算入率を0.3から0.55へ引き上げ。

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。 10



一般管理費等に係る調査基準価格の算入率引上げ

項 目

一般管理費
等での

構成割合
（H22年実

績）

一般管理費 維持修繕費、事務用品費、通信交通費、動
力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租
税公課、保険料、契約保証費、法定福利費

２９％

従業員給料手当、退職金 ２５％

役員報酬、調査研究費、試験研究償却費、
開発償却費、寄付金、広告宣伝費、交際費、
雑費、福利厚生費

３４％

付加利益 １２％

現在の
算入項目

拡充する
算入項目

算入率

３０％

算入率

５５％

○現在の一般管理費算入率３０％を、企業を運営する上で不可欠な本社の従業員給与手当等を
含めた５５％まで引き上げる。

11



①契約済等＋未契約 ： 当該期間に契約を予定していた工事件数
②契約済等 ： ①のうち契約に至る、もしくは他工事への変更等により実質的に契約された件数
③未契約 ： ①のうち現時点（H25.11末現在）まで、契約に至っていない件数

①契約＋不調・不落 ： 平成25年度中の4月から9月までの入札公告件数
②契約 ： 落札され、契約に至った件数
③不調・不落 ： 不調・不落等により契約に至らなかった件数

凡 例
② ③

①

② ③

①

※集計対象：直轄工事（港湾空港関係除く、全工種、８地整＋北海道＋沖縄）

件数（件）、率（％）

平成２５年度上半期 工事契約達成率（全国）

・平成２５年度に発生した入札不調・不落発生率について、実際の契約状況で分析した「工事契約達
成率（平成２５年度上半期分）」を平成２５年１１月末時点で整理すると、全国の全工種で再発注等
によりほぼ契約できている（工事契約達成率約９５％）

94.6%

83.8%

5.4%

16.2%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

契約達成状況

（H25.11末現在）

入札公告件数

（H25.9末現在）
契約 不調・不落

■契約済等 ■未契約
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■契約済等 ■未契約

①契約済等＋未契約 ： 当該期間に契約を予定していた工事件数
②契約済等 ： ①のうち契約に至る、もしくは他工事への変更等により実質的に契約された件数
③未契約 ： ①のうち現時点（H25.11末現在）まで、契約に至っていない件数

①契約＋不調・不落 ： 平成25年度中の4月から9月までの入札公告件数
②契約 ： 落札され、契約に至った件数
③不調・不落 ： 不調・不落等により契約に至らなかった件数

凡 例
② ③

①

② ③

①

※集計対象：直轄工事（全工種、８地整＋北海道＋沖縄）
※土木関係：一般土木、ｱｽﾌｧﾙﾄ、鋼橋上部、造園、ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ、法面処理、維持修繕、河川しゅんせつ、ｸﾞﾗｳﾄ、杭打
※建築・設備関係：建築、木造建築、電気設備、暖冷房衛生設備、塗装、さく井、プレハブ建築、機械設備、通信設備、受変電設備

件数（件）、率（％）

平成２５年度 工事契約達成率（全国、第１四半期＋第２四半期）

・土木系の工種では入札不調・不落発生率そのものも相対的に低く、建築・設備等の工種では高い
発生率になっている。

91.7%

73.0%

95.4%

87.1%

8.3%

27.0%

4.6%

12.9%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

（建築系）

契約達成状況

（H25.11末現在）

（建築系）

入札公告件数

（H25.9末現在）

（土木系）

契約達成状況

（H25.11末現在）

（土木系）

入札公告件数

（H25.9末現在）

契約 不調・不落

■契約済等 ■未契約

土木関係

建築・設備関係
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【不調不落対策】見積りを活用する積算方式について

○ 地域や工種によっては、資材価格等の高騰や落札率の低下により収益性の低い工事への参加を手控

えるなど、建設業者の応札行動の変化。予定価格に市場動向、施工条件・現場条件の多様化に追従が
困難な場合が発生。

○発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が頻発している工事において、標準積算の歩掛が
あっても、予定価格の作成にあたり応札者の見積もりを活用する方式を試行。

○見積活用積算方式の概要
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【不調不落対策】間接工事費の大都市補正について

大都市部での工事の実態

・交通量が多く、また住宅密集地のため安全管理に係る費用が多大

・建設機械等の仮置きヤード等の確保が困難であり、現場から離れた箇所へ日々回送している

・現場事務所や労働者宿舎等に係る土地・建物の借り上げ費用が多大

大都市補正の概要

上記の結果、積算額と支出実態とが乖離し、入札不調・不落が頻発

実態調査に基づき、間接費の割り増しを行う「大都市補正」を導入（平成２１年度～）

補正対象工種：鋼橋架設工事、電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事

補 正 方 法：対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の補正係数を乗じる。

共通仮設費：１．５ 現場管理費：１．２

補正対象地域：札幌市、仙台市、東京特別区、八王子市、さいたま市、川口市、草加市、千葉市、市川市、船橋市、習志野
市、浦安市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋市、静岡市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の市街地

※アンダーライン：東京特別区または政令指定都市

※各工事の支出実態を調査し、補正の必要性を示すデータが得られた都市に限定

15



【不調不落対策】日当たり作業量の補正の試行

16

●標準日当たり作業量の補正

土木工事標準歩掛において、日当たり作業量が設定されている工種において、道路維持工事等で、現

場条件等により作業効率が低下するため、実態調査結果に基づき、特定歩掛について日当たり作業量
の補正を試行する。なお、日当たり作業量の補正係数は0.8とする。

●対象工事

道路修繕工事、電線共同溝工事及び道路維持工事

その他地域大都市地域のみ

特
定

歩
掛

・下層路盤、上層路盤、基層、中間層、表層

薄層カラー舗装

・Ｌ型側溝、管（函）渠型側溝、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝、
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ、自由勾配側溝、側溝蓋、管渠、ｺ
ﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ、街渠桝、集水桝、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝、
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝、ﾏﾝﾎｰﾙ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ、蓋

・路面切削

・舗装版切断、舗装版破砕

・切削オーバーレイ

0.8補正
適用範囲の拡大

維持修繕で通常使われる工種については、
大都市地域のみ対象

維持修繕と改築で共通で使われる
工種については、地域限定しない

（間接工事費の大都市補正対象地域）



【不調不落対策】建設資材の遠隔地からの調達変更に伴う変更手続きについて

○ 急激な需要増により、地域によっては通常地域から調達している砕石等の資材の供給不足が生じる恐れが

あり、不足分を他地域から調達した場合は、他地域から工事現場への輸送費がかかるため、積算額と実際
にかかる費用に乖離が生じる。

○ 工事現場が所在する地区において建設資材の需給ひっ迫等が生じ、他地域からの調達に変更せざるを得
ない場合には、工事の設計変更を行うものとする。

発注官庁

地域外からの調達に係
る費用の増（輸送費等）
は、受注者が負担するし
かないことから、域外か
らの調達が進まない。

他地域

需要ひっ迫に
より域内調達

が困難に

現 状 対 策

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区の資材単価で積算・契約

発注官庁

地域外からの調達に係る
費用の増が、設計変更の
対象となることから、必要な
場合には受発注者間で協
議し、域外調達が進む。

他地域

需要ひっ迫に
より域内調達

が困難に

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、
地域内からの円滑な調達が困難になった資材は
、資材調達費用について設計変更対応とするこ
とを条件に契約。

○

17



【不調不落対策】労働者を遠隔地から調達する場合の追加コストの支払い

積算体系

共通仮設費

積み上げ分

共通仮設費

（率分）

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

工事原価

一般管理費

現場管理費

請負工事費

工事価格

消費税相当額

○補正予算の執行を迅速に進めるため、急激な需要増により工事箇所近隣だけでは労働者を確保出来
ず、遠隔地からの労働者で対応せざるを得ない場合には、追加で必要となる赴任旅費や宿泊費等の間
接費について、標準的な積算基準を上回って必要になる分を、設計変更で対応できるようにする。

○特記仕様書等に明示して契約条件とすることによって、入札不調や不落を抑制。

営繕費
•労働者の輸送に要する費用
•宿泊費
•借上費
•倉庫及び材料補完場の営繕に要する費用、他

運搬費
準備費
事業損失防止施設費
技術管理費

通常は、直接工事費等に対する定率
で計上している以下の赤字部分を設計
変更の対象にする。

労務管理費
•募集及び解散に要する費用（赴任旅費等）
•労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
•賃金以外の食事、通勤等に要する費用
•慰安、娯楽及び厚生に要する費用、他

安全訓練等に要する費用

･･･

･･･

18



【H26.4積算基準改定】維持修繕工事等の標準歩掛等の新設・見直し

① 社会インフラの老朽化に対応するため、新たに(1)橋梁補修用の積算歩掛を３工種新設。

② (2)維持修繕用の歩掛の改定を３工種実施。（堤防除草工、道路除草工、切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工）

③ 地盤改良用として「中層混合処理工」の積算歩掛を新設。

④ 適用範囲、日施工量、資機材等の改定を８工種で実施（深礎工、ﾄﾝﾈﾙ工（NATM)(機械掘削工法）、防雪柵設
置及び撤去工、足場工、支保工、大型土のう工、架設支保工、公園植栽工）

⑤ 排出ｶﾞｽ基準値や、建設機械の保有形態等の改定を２２工種で実施。

⑥ 建設機械等損料については約４，０００機種の改定を実施。環境型建設機械への買い換えが進んだことや維
持修理費の増大により、全体平均で２％UP 。特に、道路維持管理用機械については、４％UP

(1)橋梁補修用積算歩掛の新設 (2)維持修繕用の歩掛の見直し

【断面修復工】
・コンクリート構造物の劣化により、欠落し

た部分等の断面を修復する工法。

【ひび割れ補修工】
・コンクリート構造物の劣化により、ひび割

れした部分を充填剤等を用い補修する
工法

【表面被覆工】
・コンクリート構造物のコンクリート表面を被

覆材で覆う工法。

【堤防除草工・道路除草工】
・堤防及び道路の除草・集草・運搬を行う

作業。

・現道脇での作業もあり、飛び石防護を行
う場合の歩掛を追加。加えて単位当た
り施工数量を見直し。

除草作業

【切削ｵｰﾊﾞﾚｲ工】

・傷んだ舗装面を切削・撤去し、新たに舗
装を施工する工法。

・施工量が少ない場合の小規模施工の歩
掛を追加。

路面切削作業

（歩掛の詳細はhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000024.html参照）
（損料の詳細はhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000025.html参照）
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【H26.4積算基準改定】施工箇所が点在する工事の積算

点在範囲が1kmを
超えないため、これ以上
細分化できない。

A市D市

C町

B村
工事箇所A①

工事箇所A ②

施工箇所 工事箇所Ｂ

1km

工事箇所A ③

0.5km
点在範囲が
1km以上

※工事箇所Ａ③とＢの距離が１ｋｍ未満で、一体
として扱った場合に支障が無い場合は、市町村
を跨いで、１つの工事箇所として扱うことも可

点在範囲が1kmを
超えないため、これ以上
細分化できない。

○現在の算定方法

・直径５ｋｍ程度以上を越える点在範囲については、別箇所として扱い、箇所毎に間接工事費を算定。

○平成２６年４月からの算定方法
適正な予定価格の算定および不調不落後の対策として、次の算定方法を実施。

・原則市町村単位で箇所を設定した上で、なお直径１ｋｍ程度以上を越える点在範囲については、別箇所として扱い、箇所毎に間接工事費を算定。

・変更契約において、新規工事箇所の追加（工事原価まで官積算100％）を認める。

（新規工事箇所が不調不落となった箇所であり、既契約工事の主たる工種に該当することを基本とする）

・直接工事費の日当り施工量等の選択条件を箇所毎に算定することとする。

・・・ ・・・

工事箇所A３

施設イ

直接工事費

間接工事費A2

【工事価格】

間接工事費Ｂ

間接工事費

工事箇所A１ 工事箇所B

施設ﾛ
施設ﾄ

施設ﾁ

施設ﾘ施設ﾊ
施設ﾆ

間接工事費A1

工事箇所A２

間接工事費A3

施設ホ 施設ヘ

工事箇所Ａ３

算定イメージ

20



維持修繕工事における小規模点在施工等の支出実態に整合した間接工事費を設定するた
め、現在の間接工事費率対象額下限値（共通仮設費６００万円、現場管理費７００万円）以下の
間接工事費率（共通仮設費２００万円以上、現場管理費２００万円以上）を設定する。

道路維持工事

共通仮設費（下限値） 現場管理費（下限値）

600万円 16.64% 700万円 40.50%

◆見直し後の間接工事費率の適用は、平成２６年度の土木工事積算基準から適用する。

現行率式対象額下限 →

200万円 28.49% 200万円 47.02%改定率式対象額下限 →

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

共
通
仮

設
費
率
（

％
）

LOG対象金額

共通仮設費－改定率式・下限値変更 （道路維持工事）

改定率式(下限：200万) 現行率式(下限：600万)

100万 1千万 1億 10億 20億200万 600万
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

現
場

管
理

費
率

（
％

）

LOG純工事費

現場管理費－改定率式・下限値変更 （道路維持工事）

改定率式(下限：200万) 現行率式(下限：700万)

100万 1千万 1億 10億 20億700万200万

河川維持工事

共通仮設費（下限値） 現場管理費（下限値）

600万円 8.34% 700万円 34.30%

200万円 9.05% 200万円 38.42%

【H26.4積算基準改定】小規模施工用の間接工事費率を設定

下限値見直し 下限値見直し

Ｕ
Ｐ

ＵＰ
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22

工事一時中止に伴う増加費用とは、現場維持等に要する費用
及び本支店における増加費等。

中止期間中の現場維持等に要する費用

（率計上項目）
・運搬費の増加費用 搬入済み機械の工事現場外への搬出・搬入等
・安全費の増加費用 保安施設、保安要員等
・役務費の増加費用 土地の借上げ、電力及び用水等の基本料金
・営繕費の増加費用 現場事務所、労働者宿舎等の営繕損料
・現場管理費の増加費用 現場維持のために常駐する社員等従業員給料等

（積上げ項目）
・直接工事費に計上された材料等の中止期間中に係る損料額及び補修費用等

*

* 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む

直接工事費

純工事費

工事原価

工事価格 共通仮設費

請負工事費 間接工事費 現場管理費

消費税相当額 一般管理費等 中止期間中の現場維持等の費用

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

補
正

率

Log 純⼯事費（対象額）

1千万 1億 10億

20%up

一時中止に伴い増加する経費率（現行）
例：道路改良工事

工事一時中止に伴う増加費用 ＝ 工事一時中止に伴い増加する経費率×純工事費＋基本計上費用

追加計上

○常駐人件費を考慮し、基本計上費用を計上し、現行の経費率についても２０％割増し。

◆見直し後の工事一時中止に伴う費用の算定方法の適用は、
平成２６年度の土木工事積算基準から適用する。

現行計算式

20%up
さらに基本計上費用を追加計上

２０％割増し
※土木一般世話役（約２万円）/人×中止日数

【H26.4積算基準改定】工事一時中止に伴う費用の算定方法の見直し
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「公共工事標準請負契約約款」第２５条（スライド条項）

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準
又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の
変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当
該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後
残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以
下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金
額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注
者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、
発注者が定め、受注者に通知する。
［注］○の部分には、原則として、「14」と記入する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の
基準とした日」とするものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が
不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求するこ
とができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデ
フレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めに
かかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
［注］○の部分には、原則として、「14」と記入する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ
ればならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内
に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

全体スライド

（国債工事）

単品スライド

インフレ
スライド
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スライド条項について（契約約款第２５条）

項目
全体スライド

（第１～４項）

単品スライド

（第５項）

インフレスライド

（第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

（運用通達発出日時点で継続中の工
事及び新規契約工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（運用通達発出日時点で継続中の工
事及び新規契約工事）

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に
対応する措置

特定の資材価格の急激な変動に対
応する措置

急激な価格水準の変動に対応する
措置

請負額変更の
方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後
の残工事量に対する資材、労務単価
等

部分払いを行った出来高部分を除く
特定の資材（鋼材類、燃料油類等）

臨時で賃金水準の変更がなされた日
以降の残工事量に対する資材、労務
単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレスラ
イドと併用の場合、全体スライド又は
インフレスライド適用期間における負
担はなし）

残工事費の１．０％

（29条「天災不可抗力条項」に準拠し、
建設業者の経営上最小限度必要な
利益まで損なわないよう定められた
「１％」を採用。単品スライドと同様の
考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド適
用後、12ヶ月経過後に適用可能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除
いた工期内全ての特定資材が対象
のため、再スライドの必要がない）

可能

（臨時で賃金水準の変更がなされる
都度、適用可能）

これまでの事例
ほぼ経年的にあり 平成20年に運用通知 昭和49年に運用通知

（第1次石油危機当時）

価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切
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急激な物価変動に伴う請負代金額の適切な変更

単品スライド（工事請負契約書第２５条第５項） 対象資材：鋼材類等特定の資材

請 負 額

契約日 請求日 工期末

主要材料の変動額（Ａ）
（材料費のみを対象）

単品スライド変更額
＝ＡーＣ×１％

ただし、A＞Ｃ×１％の場
合のみ、単品スライド

の適用可能既済部分（検査済） 対 象 工 事

（変動前対象工事額：Ｃ）

残工期２ヶ月以上

適用開始日

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当と
なったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

工事請負契約書 第２５条第５項（単品スライド条項）

特定資材の価格が著しい変動を生じた場合に適用
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設計労務単価の改定に応じたインフレスライドの実施

請 負 額

インフレスライドの概要（工事請負契約書 第２５条第６項）

残 工 事

契約日 基準日 工期末

残工期２ヶ月以上

残工事に対する

変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｂ）

インフレスライド変更額

ＡーＢ×1.0％

ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％

の場合のみインフレスライド

を適用可能

請求日

１４日以内

出 来 高

賃金水準

の変更
（受発注者協議）

次の賃金水準の

変更までに請求

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めにかかわらず、請
負代金額の変更を請求することができる。

工事請負契約書 第２５条第６項（インフレスライド条項）

公共工事設計労務単価の改定に応じて、全国で実施する工事において、インフレスライド条項の対象とす
ることを通知（平成２６年１月３０日通知）
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・積算の効率化、変更協議の円滑化等を目的に「ユニットプライス型積算方式」が導入されてきたが、効率化の目的を一層果た
すため、その課題を改良した新たな積算方式として『施工パッケージ型積算方式』を試行する。

１．施工パッケージ型積算方式導入の背景及び目的

・平成２４年１０月１日以降に入札を行う工事から適用。平成２４年１０月から６３の施工パッケージを導入済み。

・平成２５年１０月から、新たに１４６の施工パッケージを設定

・ 「施工パッケージ単価」を導入した部分については、全ての土木工事においてこの単価を用いて試行することと
し、積上積算方式での積算は行わない。⇒施工パッケージ化した歩掛を廃止

２．施工パッケージ型積算による効果
（１）受注者への効果

○元下間の契約の透明性の向上

• 「施工パッケージ単価」として直接工事費が公表されるとともに、施工パッケージ単位で総価契約単価合意を実
施し、合意単価が示されることになるため、元下間の契約の透明性にも効果が見込まれる。

○価格の透明性の向上

• 標準単価及び積算単価への補正方法等を公表することにより、発注者の価格設定が明確化され、受注後の単価協
議や設計変更時等における受発注者の協議の円滑化が見込まれる。

（２）発注者への効果

○積算業務の負担軽減

• 発注者の積算作業の簡素化が図られる。

○標準歩掛調査の負担軽減

• 毎年実施している標準歩掛調査や、標準歩掛の検討・取りまとめについて、施工パッケージ化により
単価の収集・分析を行うことで、価格の設定が簡素化され、標準歩掛調査の負担の軽減が図られる。
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１）積算体系

直接工事費について、施工単
位ごとに機械経費、労務費、材
料費を含んだ施工パッケージ単
価を設定し、積算する方式。

３）単価の透明性の確保

２）単価の設定方法

施工パッケージ型積算方式の実施 ②
４．施工パッケージ型積算方式の概要

実態に合った価格
設定を図るため、受
発注者で合意した単
価（合意単価）及び応
札者単価を収集し、
さらに実態調査も踏
まえた上で、「施工
パッケージ単価」を設
定。

設定された価格の透明性を確保するため、標準単価並びに地域及び
時期に関する補正方法も公表。
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H25.10 大阪 積算単価

H24.9東京
標準単価

＋ Ｒ ×
H25.10大阪労務単価

H24.9東京労務単価

H25.10大阪材料単価

H24.9東京材料単価
＝

Ｋ：標準単価に占める機械費の構成割合
Ｒ：標準単価に占める労務費の構成割合
Ｚ：標準単価に占める材料費の構成割合

Ｋ ×
H25.10大阪機械単価

H24.9東京機械単価
× ＋Ｚ ×

分母の機労材単価は、年度内固定

分子の材料単価は、毎月変動



施工パッケージ型積算方式による積算方法

H26.4 埼玉県大宮地区 積算単価

H25.4東京
標準単価

Ｒ ×× Ｚ ×＋＋＝

をホームページで公表
Ｋ：標準単価に占める機械費の構成割合
Ｒ：標準単価に占める労務費の構成割合
Ｚ：標準単価に占める材料費の構成割合

Ｋ ×
H26.4埼玉県大宮地区機械単価

H25.4東京機械単価

H26.4埼玉県大宮地区労務単価

H25.4東京労務単価

H26.4埼玉県大宮地区材料単価

H25.4東京材料単価

建設物価 積算資料

・標準単価を地域毎の

最新の賃金・物価で補正し、

各工事の積算に活用

・従前の積算と同様に常に

最新の積算単価が使用可能

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

土木一般世話役 人 0.14 21,900 3,066

特殊作業員 人 0.40 20,600 8,240

普通作業員 人 0.54 17,200 9,288

生コンクリート m3 10.4 12,800 133,120

ポンプ車運転 ﾌﾞｰﾑ式90~110m3/h h 1.03 12,500 12,875

・・・

合 計 170,500

■無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設10m3当たり 歩掛

歩掛から施工パッケージ標
準単価を作成

・標準単価は、年に１度設定

・収集単価や施工実態に変化が

見られれば算定手法（歩掛）を

改定

・標準単価は、年に１度設定

・収集単価や施工実態に変化が

見られれば算定手法（歩掛）を

改定

毎月

新単価を発刊
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設計施工調整会議（三者会議）
・設計施工調整会議（三者会議）とは、

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・工事
担当）、設計者、施工者の三者による『設計施工調整会議（三者会議）』を実施し、
設計思想の伝達及び情報共有を図る取り組み

発注者
（設計担当、工事担当）

設計者 施工者

三者会議

設計思想の伝達

全体調整

設計図書への質問

新たな技術提案

【H12年度】 中国地方整備局において試行

【H20年度】 約2,000件で実施

【H21年度】 四国での実施率41%（207件/502件）

【H22年度】 四国での実施率60%(305件/508件）

【H23年度】 四国での実施率45%(302件/677件）

やりとりの例
・設計の考え方の説明（設計者）
・照査結果の報告（施工者）
・関係機関との調整状況等

（発注者）

施工者

設計者

発注者

Ｐ．30



設計施工調整会議（三者会議） 重点方針

①重要構造物工事については全て実施する。

受発注者の協議により、これ以外の工事
についても対象とする。

・橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事
は全て実施

・その他、法面工、擁壁工など、必要に応じ
対象にする

②受発注者の協議により、現場開催とする。

・重要構造物の変更を伴う場合

・現地状況と設計時との相違がある場合 等

③受発注者の協議により、複数開催とする。

・大幅な設計変更等が発生した場合

・重要構造物の変更が発生した場合 等

④議事録を作成し、情報共有する。

・議事録を作成し、三者で情報共有する。

アンケート結果等を踏まえ、「設計施工調整会議
（三者会議）」の重点方針を以下のとおりとし、H22年
度より、各地整等で展開

Ｐ．31
②必要に応じ

て複数回
行うべきと思う,

303件, 77%

①必ず複数回
行うべきと思う,

24件, 6%

④その他, 9件,
2%

③１回で良い,
58件, 15%

②役立った,
239件, 61%

①大いに役
立った, 119件,

30%

④全く役に立
たなかった, 4

件, 1%

③あまり役に
立たなかった,

32件, 8%

①現場で開催
されることが
あった, 40件,

10%

③その他, 17
件, 4%

②全て事務所
等で開催され
た, 335件, 86%

③その他, 3件,
4%

②あまり変わら
なかった, 6件,

8%

①認識が深
まった, 62件,

88%

①議事録が作
成され情報共
有された, 272

件, 70%

②議事録は作
成されなかっ
た, 71件, 18%

③その他, 46
件, 12%

（打合簿作成したが、共有されなかった等）

①継続を希望
する, 368件,

93%

③その他, 14
件, 4%

②継続を希望
しない, 12件,

3%

平成２１年度アンケート結果（施工者）
９割以上が役立ったと評価 情報共有されなかった場合が３割

９割以上が継続を希望

複数回開催希望の意見が約８割

現場での開催は１割

現場開催で認識が深まった意見が約９割



ワンデーレスポンス
・ワンデーレスポンスとは、

受発注者で問い合わせ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応すること

により、待ち時間を最低限に抑える取り組み

国民

施工者 発注者

●工期短縮によるコスト縮減
●企業の経営向上

●業務能率向上

●経済効果（インフラの早期完成）
●国民満足度の向上

●施工品質の向上

●受発注者双方の意識改革
●経験や技術力の伝承

【平成１８年度 】 北海道で１５件の試行工事を実施

【平成１９年度 】 全国の直轄工事で約２，５００件以上で実施、フォローアップ

【平成２０年度 】 フォローアップ結果を踏まえさらに対象工事を拡大（約４，０００件程度）

【平成２１年度以降 】 河川・道路の全ての直轄工事で実施

施工者
相談

回答
発注者

●目的意識の明確化（工事期間短縮が施工者、発注者、
ひいては国民に良い効果を導き出す）

●発注者と施工者の情報共有（連携強化）

Ｐ．32



ワンデーレスポンス 重点方針

①引き続き、全工事でワンデーレスポンスを
実施する。

・Ｈ２１年度より、河川・道路の直轄工事全て
で実施中。

②ＡＳＰの導入推進を図る。

・H２１年度下半期より、約1,000件の直轄工
事で実施中。

・試行状況について、受発注者にアンケート
調査を実施中であり、課題の抽出、対応策
を検討する。

③回答にあたっては、回答時期を明示する。

・適切に回答するため、また、全て1日で回答
するという誤解を防ぐ意味でも、回答時期を
明示する。

④必要に応じ、施工者からの回答期限の提示
を求める。

・適切に回答をするため、施工者から回答期
限の提示を求める。 Ｐ．33

アンケート結果等を踏まえ、「ワンデーレスポンス」の
重点方針を以下のとおりとし、H22年度より、各地整
等で展開

平成２１年度アンケート結果（施工者）

①スムーズに
機能した, 187

件, 32%

②概ね機能し
た, 312件, 52%

④全く機能しな
かった, 22件,

4%

③あまり機能し
なかった, 71

件, 12%

①継続を希望
する, 546件,

92%

③その他, 17
件, 3%

②継続を希望
しない, 30件,

5%

①概ね適切で
あった, 391件,

66%

②回答が遅
かった事項が
あった, 176件,

30%

③その他, 23
件, 4%

①設計変更協
議（施工方法、
施工範囲、仮
設工の変更

等）
, 134件, 43%

②設計図書の
問題点, 75件,

24%

③使用材料に
関する協議に
ついて, 23件,

7%

④用地や道
路・河川占用

協議
など、関係者と
の協議事項
, 60件, 19%

⑤その他, 22
件, 7%

①効率化した,
27件, 30%

③あまり効率
化しなかった,

20件, 22%

④全く効率化し
なかった, 1件,

1%

②概ね効率化
した, 41件,

47%

①活用した, 87
件, 15%

②活用してい
ない, 489件,

85%

８割以上が機能したと評価

９割以上が継続を希望

３割程度は回答が遅かった

「設計変更」、「設計図書の問題」、
「関係者との協議」で回答が遅かった

ASPを活用している工事は一部のみ 7割以上がASPにより効率化と回答



情報共有システム（ＡＳＰサービス）の活用

ASPとは、

公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作成支
援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業者のことであり、ここ
の事業者が提供するサービスを活用することにより効率的に情報共有する。

監督員

発注者
契約・工務職員等主任監督員総括監督員 現場代理人

受注者

共有書類管理機能

スケジュール 管理機能 ワークフロー 機能書類管理機能掲示板機能 発議書類作成機能

工事書類等出力・保管支援機能

データ活用

工事情報共有 システム

データ活用

蓄積・共有
蓄積・共有蓄積・共有

蓄積・共有

データ活用

監理技術者等

受発注者間 のスケジ
ュール調整の効率化

協議経緯 、協議
内容の共有

施工・施工管理 、
工程管理情報
の一元管理

承認、確認行為
の時間短縮

二重入力 を排除
した帳票作成

工事帳票等取りま
とめの負荷軽減

電子データによる 検
査・検査準備作業 の
効率化

上流工程情報 （調査、設
計段階 の情報）引継ぎ

業務改善目標
凡例

蓄積・共有

機能名称

工事基本情報管理機能

蓄積・共有

帳票データファイル 入出力機能

システム管理機能

共有サーバ間、
関連システム との

データ連携

データ活用

ワンデーレスポンス
等の円滑な実施

ワークフロー機能

書類管理機能

○平成25年度から情報共有システムの利用を基本的に全ての工事において一般化する。また、異なる情報
共有システム間のデータ連携が可能となるよう検討を進める。
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情報共有システム活用の取り組み

１．協議、承諾等の行為の効率化

１－３ 段階確認を机上とした場合、情報共有システムの機能を活用して監督職員が施工管理記録、写真等の確認を行う。

１－１ 協議、承諾等の行為にあたり、発議し、受付をし、同意等を行う手続について、情報共有システムを活用する。

１－２ 現場で発生した問題等に対して情報共有システムを活用して監督職員がワンデーレスポンスを実施する。

２．施工管理、工程管理業務の効率化

２－１ 監督職員と受注者が情報共有システムにスケジュールを入力し、段階確認等の日程調整を行う。

２－２ 掲示板の活用により、協議経過、決定事項などの情報共有を迅速かつ適切に実施する。

３．工事進捗状況の共有化

３－１ 工事書類を情報共有システムに一元的に保存・管理し、監督職員と受注者のパソコンから検索・閲覧する。

３－２ 工程表、工事履行報告書などを情報共有システムに一元的に保存・管理し、事務所内工事関係者が工事進捗状
況を共有する。

４．協議内容の共有化

４－２ 設計変更審査会において、決定事項等を記載した議事録を作成し、会議資料とともに情報共有システムに一元的
に保存・管理し共有する。

５．電子データの利用による検査業務の効率化

５－１ 紙の工事書類の簡素化のため、事前協議によって情報共有システムの活用を明確にし、情報共有システムで処
理した工事書類は紙に出力せずに、電子データを活用した検査（電子検査）を原則とする。

５－２ 検査職員も任命直後から情報共有システムを利用して工事帳票を事前に確認することができるため、検査のポイ
ントを事前に把握することで検査を迅速・的確に実施する。

４－１ 三者会議において、決定事項等を記載した議事録を作成し、会議資料とともに情報共有システムに一元
的に保存・管理し共有する。
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◆電子納品関連ＵＲＬ：http://www.cals-ed.go.jp/index_dl_rev20_taiou.htm

ＡＳＰサービス利用による受発注者間のコミュニケーション円滑化

Ｐ．36

（Ｈ２３ 四国で６７７件中→３１０件 ４６％）



設計変更ガイドライン・工事一時中止ガイドライン
・設計変更(工事一時中止）ガイドラインとは、

設計変更（工事一時中止）の取扱いについて、受発注者間の共通の目安を作成することを目的として策定

平成21年度より、契約図書の一つである特記仕様書に位置づけ、契約条件としている。

特記仕様書への位置づけ

設計変更が可能なケース

• 仮設において、条件明示の有無にかかわらず当初発注時点で予期しえな
かった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合

• 当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工
事着手できない場合

• 「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合

■設計変更資料の作成をルール化

• 設計変更のための資料作成については、受発注者の協議に基づき実施し、
費用については変更の対象とする。（H23～）

設計変更ガイドライン記載事例

第○条

設計変更等については、契約書第１８条～
第２４条及び共通仕様書共通編1-1-13～1-
1-15に記載しているところであるが、その具

体的な考え方や手続きについては、「工事請
負契約における設計変更ガイドライン（案）」
（国土交通省○○地方整備局）及び「工事一
時中止に係るガイドライン（案）」（国土交通
省）によることとする。

工事一時中止に係るガイドライン記載事例

発注者の中止指示の責務

• 請負者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認め
られる場合

中止の指示・通知

• 中止の対象となる工事内容、工事区域、中止の見通し等の中止内容を請
負者に通知

請負代金額又は工期の変更
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総価契約単価合意方式の実施

・双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定、部分払い金額の算定等の単価等を、前もって
協議して合意しておくことにより、円滑化を図る。

１．背 景

・原則として、全ての土木工事等において実施。

２．対象工事

・単価等を個別に合意する方式（単価個別合意方式）を基本。
ただし、分任支出負担行為担当官の発注工事においては、請負者の希望により、当初契約時の予定価格に対する落札
価格の比率を乗じ、単価等を包括的に合意する方式（単価包括合意方式）も可能とする。

・設計変更に用いる単価は、前もって協議して合意した単価を用いる。
ただし、施工体制が変わるような新規工種を追加した場合には、当初契約時の予定価格に対する落札価格の比率は、
乗じない単価を用いる。

３．実施方法

・平成22年4月1日以降に入札公告を行う工事より適用

５．平成２４年度実施状況

４．実施時期

※ユニットプライス型積算方式は除く

本官 分任官 計 本官 割合 分任官 割合 計 割合 本官 割合 分任官 割合 計 割合

全　国 1,588件 5,520件 7,108件 720件 45% 499件 9% 1219件 17% 868件 55% 5,021件 91% 5,889件 83%

北海道、
沖縄除き

323件 5,172件 5,495件 311件 96% 472件 9% 783件 14% 12件 4% 4,700件 91% 4,712件 86%

※北海道開発局は、5,000万円以上が本官工事 【積算実績データベースシステムより】

地整

単価合意済み
（3月31日現在）

単価個別合意方式 単価包括合意方式
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【イメージ（築堤・護岸工事における直接工事費の例）】

築堤・護岸 河川土工

地盤改良工

盛土工

盛土補強工 安定シート

盛土（土砂）

表層安定処理工 サンドマット

安定処理

（追加）官積算

（追加）官積算

レ ベ ル １

工 事 区 分

レ ベ ル ２

工 種

レ ベ ル ３

種 別

レ ベ ル ４

細 別

（変更）運搬距離が変更

（運搬距離L=5km→10km）

→官積算×官積算単価と合意単価

（ﾚﾍﾞﾙ4の比率）

○直接工事費及び共通仮設費（積み上げ分）の取扱
・「数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、細別（ﾚﾍﾞﾙ4）の比率（変更前の官積算

単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ）に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
・既存の工種(ﾚﾍﾞﾙ2)に種別（ﾚﾍﾞﾙ3）、細別（ﾚﾍﾞﾙ4）が追加された場合は当該工種（ﾚﾍﾞﾙ2）の比率を乗じて積算する。
・工種（ﾚﾍﾞﾙ2）が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。

○共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管理費等の取扱
・対象額に対する合意価格の率に、直接工事費等の増減に応じたスケールメリットによる率を乗じた値を用いて算出する。

（追加）官積算×官積算単価
と合意単価(ﾚﾍﾞﾙ2)の比率

盛土（土砂）

（既存の工種
に追加）

当初
契約

（新規工種）

変更
契約 （契約条件の

変更）

総価契約単価合意方式における合意単価の扱い
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総価契約単価合意方式の効果

受発注者間で単価について合意するため、受注者の技術的特性等が反映された価格
設定となる。

１．受発注者間の双務性向上

・合意した単価での工事数量の増減変更

・新規工種の追加は、官積算で変更積算工事価格に計上

２．変更積算工事価格が実態に適合した価格で設定

・工事数量の増減による契約変更額の算出が容易で契約変更等の協議が円滑化

・出来高確認が容易で、出来高払い方式が促進

３．契約上の協議が円滑化
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四国地方整備局では、平成１７年１１月１日に「第１回 四国地方整備局総合評

価委員会」を開催、「総合評価方式の実施方針」が審議、決定され、工事の落札決
定方法については、「原則、全工事に総合評価を適用する。」こととなった。

その後、四国の地域性を考慮した総合評価落札方式となるよう、毎年度、落札結
果等を分析し、評価項目、配点等の改善を図ってきたが、近年では建設投資額の
減少に伴い、競争圧力が増大し、技術提案・審査に係る競争参加者・発注者の負
担の増大が問題となってきた。

一方、本省においては、公共事業のさらなる品質の確保・向上を図ることを目的
に平成２１年度「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」が
設置され、平成２４年２月２８日の第６回懇談会において、「総合評価落札方式改
善の方針（案）」が示された。

これをうけ、四国地方整備局においても、当該懇談会の改善（案）との整合を図り
つつ、四国の地域性を考慮した総合評価方式をめざして見直しを図ることとした。

見直しの適用時期は、平成２４年１０月１日以降適用とする。

「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」

平成２４年２月２８日

総合評価落札方式の新たな見直しについて
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総合評価落札方式の改善について

簡易型→得点獲得
率も高いところで集
中→差がつきにくい
→実績などの能力の
みで評価する、施工
能力評価型に。

標準型→より技術提
案の評価度合いを高
める技術提案評価型
に分類。
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総合評価落札方式の課題 平成２４年２月２８日総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会より

一般競争の拡大、投資減少に伴う競争圧力の
増大による公共工事の品質に対する懸念

品確法の成立、総合評価落札方式の適用拡大

民間の技術力活用による効率的な事業執行
の必要性

透明性確保
のための技
術提案採否
の通知

基本に立ち返った議論が必要

競争参加者
の増加

技術提案・審査に係る
競争参加者・発注者の負担増

技術的な対応を図ってきたものの、根本的な解決に至らず、
競争参加者・発注者の負担増、総合評価の理念（品質確保、民間の技術力活用）からのかい離

高度技術提案型の
低い適用率

技術提案を
求める工事
の拡大

手持ち工事量や
地域貢献の評
価要望による評
価項目の複雑
化

品質確保の理念
からのかい離

民間の技術力活用
の理念からのかい離
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・これまでの総合評価落札方式の課題を整理したうえで、全国的に平成２４年度に大幅な見直し。
・四国においても、四国の独自性を考慮しつつ、新たな方式での試行並びに一定の周知期間をとった後、
見直しを図るものとしている。

総合評価落札方式の改善について

総合評価落札方式の課題

①技術提案作成・審査に係る競争参加者、発注者双方の事務手続きの負担増大
②品質確保の理念からのかい離
③民間の技術力活用の理念からのかい離

○公共工事の品質確保を図るためには、発注者が主体的に責任を果たすことにより、技術的能力を有する競
争参加者による競争が実現され、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が
総合的に優れた内容の契約がなされることが重要である。こうした契約がなされるためには、発注者が、事
業の目的や工事の内容に応じ、競争参加者の技術的能力の審査を適切に行うとともに、品質の向上に係る
技術提案を求めるよう努め、落札者の決定においては、価格に加えて技術提案の優劣等を総合的に評価す
ることにより、最も評価の高い者を落札者とすることが原則である。

総合評価方式の目的

総合評価落札方式の改善の方針

建設業許可、競争参加資格登録、競争参加資格要件設定との適切な役割分担のもと

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について
平成17年8月26日 閣議決定 抜粋

①施工能力の評価と技術提案の評価に二極化
②施工能力の評価は大幅に簡素化
③技術提案の評価は品質の向上が図られることを重視
④評価項目は原則、品質確保・品質向上の観点に特化
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4
5

見
直
し
後

こ
れ
ま
で

簡易型 標準型 高度技術提案型

Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅲ型 Ⅱ型 Ⅰ型

企業が発注者の示す仕様に基づき、適切で確実
な施工を行う能力を有しているかを確認する場
合

発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し社会的要請の
高い特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求
める場合

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足
できない
場合

有力な構造・
工法が複数あ
り、技術提案
で最適案を選
定する場合

高度な施工技術
等により社会的
便益の相当程
度の向上を期待
する場合

社会的要請の高い特定の技術的課題に関する施工上の
工夫等に係る提案

必要に応じ実施

技術提案に基づき予定価格を作成

確実な施工に資する簡易な施工計画
施工方法に加え、工事
目的物そのものに係る
提案

高度な施工技
術等に係る提
案

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 S型 ＡⅢ型 ＡⅡ型 AⅠ型

企業が、発注者の示す仕
様に基づき、適切で確実な
施工を行う能力を有してい
るかを、施工計画を求めて
確認する工事

標準案に基づき作成 技術提案に基づき作成

施工計画提案内容

予定価格

評価方法 実績で評価 可・不可の二段階で判断 点数化

点数化して評価

企業が、発注者の示す
仕様に基づき、適切で
確実な施工を行う能力
を有しているかを、企
業・技術者の能力等で
確認する工事

施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案を求めて
総合的なコストの縮減や品質の向上等を図る場合

施工上の工夫等に係る提案（１～２テーマ）

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足
できない場
合

有力な構造・
工法が複数
あり、技術提
案で最適案を
選定する場
合

部分的な設計変更
を含む工事目的物
に対する提案、高度
な施工技術等により
社会的便益の相当
程度の向上を期待
する場合

施工方法に加え、工事目的
物そのものに係る提案

部分的な設計変更
や高度な施工技術
等に係る提案

提案内容

予定価格

評価方法

施工能力を評価する 施工能力に加え、技術提案を求めて評価する

設計図書に定める標準案に基づき予定価格を作成

高
度
技
術
提
案
型
適
用
対
象
工

事
で
あ
る
が
、
標
準
型
を
適
用

し
て
い
る
工
事

ヒアリング

ヒアリング 実施しない

標準案に基づき作成

段階選抜 実施しない

必須

必須

施工能力の評価と技術提案の評価の二極化（四国）

段階選抜の適用に際し、実施

必要に応じて実施 必要に応じて実施

※Ⅱ型はH24.4より試行中。

必要に応じて実施
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総合評価落札方式のタイプ選定フロー（案）

通常の構造・工法では工期等の
制約条件を満足した工事が実施

できない

想定される有力な構造形式や工法
が複数存在するため、発注者として
あらかじめ一つの構造・工法に絞り
込まず、幅広く技術提案を求め、最

適案を選定する必要がある

NO

NO

YES

技術提案評価型
（ＡⅠ型）

標準技術による標準案に対し、部分
的に設計の変更を含む工事目的物
に対する提案を求める、あるいは高
度な施工技術や特殊な施工方法の
活用により、品質の向上、コスト縮減、
工期短縮等を特に求める必要があ

る

予備（基本）設計の実施

詳細（実施）設計の実施

標準案の決定

YES

技術提案評価型
（ＡⅡ型）

YES

技術提案評価型
（ＡⅢ型）

NO

技術提案評価型

（Ｓ型）

施工能力評価型

（Ⅰ型）

以下のいずれかの条件に
該当

①工事難易度Ⅱ以上
②本官工事

③施工計画を求めて企業

の能力を評価する必要が
ある

NO

YES

施工能力評価型
（Ⅱ型）

技術提案を求めて評価する
必要がある

（技術提案評価型適用工
事、ＷＴＯ対象工事）

YES NO

ＷＴＯ対象工事である、または、技術
的難易度評価の小項目にA評価が
あり、かつ技術的工夫の余地がある

YES

NO
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工事規模と加算点の関係

（加算点） 簡易型評価項目

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ５．８億円 （工事規模）

←適用しない

３０～４０点

四国地方整備局のＨ２６年度総合評価方式の実施方針概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～

◆施工能力評価型は、加算点合計を原則３０点に設定。
（設定割合は加算点換算で、技術者、企業評価で３０点。）

【施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）】

加算点
３０～４０点

加算点は原則３０点
※簡易な施工計画は求めない（Ⅱ型）、
若しくは点数化しない（Ⅰ型）

（H24.10.1より適用）
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簡易型評価項目

（加算点） 工事規模と加算点の関係 技術提案

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ５．８億円 （工事規模）

←適用しない

合計５０点

四国地方整備局のＨ２４年度総合評価方式の実施方針改定概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～

◆技術提案評価型（S型・１テーマ）は、加算点合計を５０点に設定。
技術提案の評価で２０点、技術者、企業評価で３０点。

【技術提案評価型（Ｓ型・１テーマ）】
加算点は５０点
技術提案は１テーマのみ。提案
数は最大５提案を標準とする。

（H24.10.1より適用）

加算点
５０点

四国地方整備局のＨ２６年度総合評価方式の実施方針概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～
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簡易評価項目

技術提案

工事規模と加算点の関係

（加算点）

７０点

６０点

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ６．０億円 （工事規模）

ＷＴＯ

合計６０～７０点

合計６０点

【技術提案評価型（Ｓ型・２テーマ）】

四国地方整備局のＨ２６年度総合評価落札方式の実施方針

◆技術提案評価型（S型・２テーマ）は、「政府調達に関する協定」適用外工事は、加算点合計を６０点に
設定技術提案の評価で４０点、技術者、企業評価で２０点

◆技術提案評価型（S型）で、 「政府調達に関する協定」適用工事は、技術提案の評価のみとし、加
算点合計は６０～７０点までの範囲で適宜設定。

加算点
６０点

～
７０点

加算点は原則６０点
技術提案は２テーマ設定。

提案数はテーマ毎に最大５提案を標準と
する。
WTO案件は工事の難易度、現地状況等
を考慮し、
技術提案は２~３テーマに設定。

加算点を６０点から７０点までの範囲で適
宜設定。

※H26.4.1よりWTO対象工事
の適用金額が6.0億円に変更。

四国地方整備局のＨ２６年度総合評価方式の実施方針概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～
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工事規模と加算点の関係
（加算点） 技術提案

７０点

６０点

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ５．８億円 （工事規模）

ＷＴＯ

合計６０～７０点

四国地方整備局のＨ２４年度総合評価方式の実施方針改定概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～

◆技術提案評価型（Ａ型）で「政府調達に関する協定」適用外工事・適用工事ともに、技術提
案の評価のみとし、加算点合計は５０～７０点までの範囲で適宜設定。

加算点
５０点

～
７０点

加算点は５０～７０点
技術提案は１テーマ設定。

提案内容は構造上の工夫
や特殊な施工方法等を含
む高度な技術提案を求め
る。

加算点を５０点から７０点ま
での範囲で適宜設定。

【技術提案評価型（Ａ型）】

※H26.4.1よりWTO対象工事
の適用金額が６億円に変更。

（H24.10.1より適用）

6

四国地方整備局のＨ２６年度総合評価方式の実施方針概要
～より質の高い公共調達を目指して 良い仕事をした者が報われる仕組みづくり～
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平成２６年度実施方針について

これまで公共工事の品質を確保するために価格以外の技術的要素を重視する総合評価落札方
式を拡充してきたが、以下のような課題が生じている。

●入札契約方式が画一的になっている。
●総合評価落札方式の導入に伴って受発注者の過重な負担を招いている。
●建設投資の減少し、一般競争の適用が拡大する中、受注競争の過度な激化による地域の建設
産業の疲弊や担い手不足に対して十分な対応が出来なかった。

このような課題を踏まえ、これまでの入札データを整理分析し、「総合評価落札方式の運用ガイ
ドライン」との整合を図りつつ、四国の地域性を考慮した見直しを行う。

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し
①若手技術者が参加しやすいように担当技術者の配点を見直す。
②企業と技術者の工事成績評価における評価基準の整合を図る。
③災害時の出動実績について評価対象範囲の拡大及び配点の適正化を図る。
④登録基幹技能者評価の適用対象工事を拡大する。
⑤施工体制評価点の運用について、H25年度ガイドラインとの整合を図る。

技術提案書の招請・評価方法の見直し
⇒技術提案書作成の負担軽減、オーバスペック提案の低減を考慮し招請方法を見直す。
⇒相対的な評価から直接的な評価へ、評価方法を見直す。
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変更点の概要

技術者評価
企業評価

企
業
評
価
点
合
計

評
価
点
合
計

加
算
点
合
計

基本企業評価 その他企業評価
配置予定技術者

評価 技
術
者
評
価
点
合
計

施工実績等
評価

地域精通
度・社会性

小
計

Ｂ
Ｃ
Ｐ

地
域
営
業
拠
点

鋼
橋
等
工
場

AS

舗
装
等
体
制

災
害
復
旧
支
援
体
制

情
報
化
施
工

基
幹
技
能
者

小
計Ｃ

Ｐ
Ｄ

同
種
実
績

工
事
成
績

優
良
表
彰

同
種
実
績

工
事
成
績

工
事
表
彰

近
隣
実
績

災
害
表
彰
等

事
故
等
評
価

平成２６年度
実施方針

加算点
（30点換

算）

1.３ 2.6  7.8  1.３ 13.0  2.6  7.8  1.３ 2.6  2.6  ‐8.2  17.0  17.0 30.0 

評価点 5 10 30 5 50 10 30 5 10 １０ ‐30 6５ (5) (5) (5) (10) (5) (5) (5) 6５ 11５

企業の工事成績評価
との整合を図る。
また県の工事成績につ
いても、成績点により
評価段階を設ける。

災害に伴い出動した実績
について、評価対象とな
る範囲を拡大。

３２

同種工事の施工実績
の評価点の配点割合。

登録基幹技能者
の評価対象技能
者を全ての種類に
拡大。

1

４

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し
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競争参加者から配置予定技術者の同種・類似工事の施工経験等を求め、あらかじめ設
定した評価項目及び評価基準に基づき、配置予定技術者の経験等の評価を行うものとす
る。（満点５０点（評価点）として評価する。）

① 技術者の評価

総合評価方式の加算点の評価要素（技術者の評価）

※ CPD（Continuing Professional Development：継続教育）

○技術者評価

アンダーライン部 はH24.10～改定
H24.10～

18

評価項目 評価点 備考

ＣＰＤ（継続教育） 5

（社）全国土木施工管理技士会連合会、（社）日
本技術士会、（社）土木学会、（社）日本建築士
会連合会、建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会
のユニット数が５年間で５０ユニット以上を評価

同種・類似の施工経験 10
発注機関、同種工事の同種性 を評価
一定の資格及び同種工事の従事期間を有する
担当技術者を評価

工事成績 30
平成18年度以降の直轄及び四国四県の工事
経験の工事成績を評価

優良工事技術者表彰 5

平成22年度以降の工事表彰を評価
一般土木Ｂ、Ａｓ舗装（Ａ等級）、鋼橋上部（Ａ等
級）、ＰＣ、機械設備等の工種は全国での表彰
を対象。 ※全国表彰を対象とする場合は四国

での表彰を優位に評価

50

評価の視点

技
術
者
評
価

配置予定技術者
の能力

合計
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①技術者能力評価

平成１１年度以降の主任（監理）技術者等又は
担当技術者としての同種工事の施工経験

直轄 旧公団等
他省庁・都道府県
・政令指定都市

市町村

主任（監理）技術者等
より同種性の高い工事 10 7 5 3

同種性が認められる工事 7 5 3 1

担当技術者
より同種性の高い工事 7 5 3 1

同種性が認められる工事 5 3 1 -

工事実績・・・平成１１年度以降の主任（監理）技術者等又は担当技術者としての
同種工事の施工経験

配置予定技術者の実績評価（担当技術者の実績）の見直し。

平成26年度以降（変更後）

平成24年度10月期（変更前）

平成１１年度以降の主任（監理）技術者等又は
担当技術者としての同種工事の施工経験

直轄 旧公団等
他省庁・都道府県
・政令指定都市

市町村

主任（監理）技術者等
より同種性の高い工事 10 7 5 3

同種性が認められる工事 7 5 3 -

担当技術者
より同種性の高い工事 5 4 3 1

同種性が認められる工事 4 3 1 -

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し

担当技術者としての施工経験の評点を引
き上げることにで、若手技術者のより一層
の参加促進を図る。

総合評価方式の加算点の評価要素（技術者の評価）
○技術者の同種工事の施工経験

54



平成１８年度以降の主任（監理）技術者等又は担当技術者とし
ての同種工事の工事成績評点通知による評定点

直轄発注工事
四国四県
発注工事

８０点以上
８０点未満
７６点以上

７６点未満
７４点以上

７４点未満
７０点以上

７６点以上

主任（監理）技術者等

より同種性の高い工事 30 22 15 7 10

同種性が認められる工事 22 15 7 - 5

担当技術者

より同種性の高い工事 20 15 5 - -

同種性が認められる工事 10 5 - - -

平成１８年度以降の主任（監理）技術者等又は担当技術者とし
ての同種工事の工事成績評点通知による評定点

８０点以上
８０点未満
７８点以上

７８点未満
７６点以上

７６点未満
７４点以上

７４点未満
７２点以上

７２点未満
７０点以上

直轄発注工事において
主任（監理）技術者等

より同種性の高い工事 30 25 20 15 10 5

同種性が認められる工事 20 15 10 5 - -

直轄発注工事において担当
技術者又は
四国四県発注工事において
主任（監理）技術者等

より同種性の高い工事 20 15 10 5 - -

同種性が認められる工事 10 5 - - - -

工事成績・・・平成１８年度以降の主任（監理）技術者等又は担当技術者としての
同種工事の工事成績評点通知による評定点

配置予定技術者の工事成績評価基準は、企業の工事成績評定の評価
基準に準じて見直す。また、四国四県発注工事の評価範囲を拡大。

平成26年度以降（変更後）

平成24年度10月期（変更前）

四国四県の発注した工事における主任技術者等としての実績を直轄発注
工事の担当技術者としての実績と同等に引き上げることにより、優秀な技
術者の参加促進を図る。

②技術者能力評価

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し

過去2年間の工事
成績の平均点

評価点

80点以上 30点

80～78点 25点

78～76点 20点

76～74点 15点

74～72点 10点

72～70点 5点

70点以下 0点

企業の工事成績評価
(H24.10～)

○技術者の同種工事の工事成績

総合評価方式の加算点の評価要素（技術者の評価）
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平成２１年度以降の主任（監理）技術者等又は
担当技術者としての同種工事の施工経験

配点

四国地方整備局長表彰の実績あり ５

四国地方整備局管内の事務所長（営繕部保全指導・監督室長を含む）表彰の実績あり ３

※四国を除く各地方整備局長表彰の実績あり ３

※四国を除く各地方整備局事務所長表彰の実績あり １

上記以外 ０

全国表彰を評価対象する場合は四国地方整備局での表彰を優位に
評価する

平成24年度10月以降

○技術者の優良工事技術者表彰

総合評価方式の加算点の評価要素（技術者の評価）

アンダーライン部 はH24.10～改定
H24.10～

営業拠点を四国管内または設定しない場合に※
印部分の評価項目を追加する。

56



競争参加者から企業の同種・類似工事の施工実績等を求め、あらかじめ設定した評価項目及び評価基
準に基づき、企業の同種・類似工事の施工実績等の評価を行うものとする。なお、「企業の評価」は、全て
の分野の工事に共通の「基本企業評価」と、工事の分野により特別に評価要素とする「その他企業評価」
から成るものとする。（「基本企業評価」の合計評価点がマイナスであっても競争参加を認める。ただし、評
価点合計がマイナスの場合は加算点を「０点」とする。）

② 企業の評価

○基本企業評価

総合評価方式の加算点の評価要素（企業の評価）

アンダーライン部 はH24.10～改定
H24.10～

評価項目 評価点 備考

同種の施工実績 10
平成１１年度以降の同種工事の実績を同種性で
評価

工事成績 30

過去２年度間平均の工事成績を評価
（ただし、一般土木工事B等級（B・C混合の工
事は除く）、鋼橋上部工事A等級、 Ａｓ舗装工事
Ａ等級及びＰＣ橋梁工事 に関しては、過去４年
間平均の工事成績を評価に延長する。）

工事に係る表彰 5 平成24年度以降の工事表彰を評価

小計 45

地理的条件（近隣実績） 10

災害支援に係る表彰等 10
平成22年度以降の災害支援に係る表彰及び
災害等に係る出動実績を評価。

事故及び不誠実な行為等 -30～0 累計する。

小計 -30～20

-30～65合計

地域精通
度・災害支
援・社会性

企
業
評
価

基
本
企
業
評
価

評価の視点

企業の施工
実績
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③災害関係評価

評価項目 配点 評価点

平成２３年度以降
の表彰（災害支援
に限る）又は災害
時における緊急復
旧等の実績

災害支援に係
る表彰

国土交通大臣又は四国地方整備局長からの表彰状、感謝状の実績有り 5.0

／5.0

／10.0

四国地方整備局管内の事務所長からの表彰状、感謝状の実績有り 3.0

四国四県の知事からの表彰状、感謝状の実績有り 2.0

四国内の市町村からの表彰状、感謝状の実績有り 1.0

災害時におけ
る緊急復旧等
の実績

四国地方整備局の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り 5.0

／5.0四国四県の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り 3.0

四国内の市町村の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り １.0

評価項目 配点 評価点

平成２３年度
以降の表彰
（災害支援に
限る）又は災
害に伴い出動
した実績

災害支援に
係る表彰

国土交通大臣又は四国地方整備局長からの表彰状、感謝状の実績有り 5.0

／10.0
四国地方整備局管内の事務所長からの表彰状、感謝状の実績有り 3.0

四国四県の知事又は四国内の市町村長からの表彰状、感謝状の実績有り 2.0

災害に伴い、国、四国四県又は四国内の市町村の指示、要請により出動した実績有り 5.0

災害時の出動実績について、評価対象を拡大し、配点の適正化を図る

平成26年度以降（変更後）

平成24年度10月期（変更前）

※四国地域において発生した、公共土木施設に関する災害の緊急復旧、道路の崩土除去、家屋浸水による内水排除等を評価対象とする。
※待機、事前の予防対策、交通整理等の現地復旧作業がない実績並びに被災の原因が不明な実績は評価の対象としない。
※災害とは、「災害対策基本法第二条第一号」で定義されているものに限る。※災害復旧工事は評価の対象としない。

※四国地域において発生した、災害による緊急復旧、道路の崩土除去、家屋浸水による内水排除等を評価対象とする。
※待機、事前の予防対策、交通整理等の現地で復旧作業がない出動は評価の対象としない。
※維持工事等のあらかじめ契約等に含まれている実績は評価の対象としない ※災害復旧工事は評価の対象としない。

維持工事等のあらかじめ契約等に含まれている実績も評価の対象とするこ
とにより、維持工事のインセンティブを高め、地域防災力の向上を図る。

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し総合評価方式の加算点の評価要素（企業の評価）
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評価要素の評価点の算定

各評価要素毎の評価点の算定は、あらかじめ定められた評価基準に基づき、

評価項目毎に評価点を与える。（詳細は各工事毎の入札説明書等に記載）

○その他の企業評価

総合評価方式の加算点の評価要素（その他企業評価）

アンダーライン部 はH24.10～改定

評価の視点 評価項目 評価点 備考

企業評価
そ
の
他
企
業
評
価

災害時等の
対応

災害時の事業継続力の評価 5
四国建設業ＢＣＰ等審査会発行の認定書がある場合に評
価。平成２４年度以降は一般土木Ｃ等級工事に適用

災害時の復旧支援体制の評価 5
四国建設業ＢＣＰ等審査会発行の認定書又は災害用手
持ち重機の有無を評価。維持修繕工事に適用

地理的条件評
価

地理的条件（営業拠点） 5

地理的条件（島内製作工場の有無） 5
鋼橋上部工、水門・樋門ゲート設備工、ＰＣ上部工（工場
製作桁のある工事に限る）に適用

Ａｓ舗装、海上作業船団施工体制 10 Ａｓ舗装、海上作業船団工事に適用

情報化施工技
術評価

情報化施工技術の活用 5
マシンコントロール技術（モータグレーダ）及びＴＳによる
出来形管理技術による情報化施工を活用する工事に適
用

登録基幹
技能者評価

登録基幹技能者の活用 5 登録基幹技能者を活用する工事に適用

合計 0～20 組み合わせとして２０点が最大

総合計＝技術者評価＋基本企業評価＋その他企業評価 -30～135
「-30～135」
獲得評価合計点に応じ設定加算点に換算

維持修繕工事のみ
試行対象

H24.10～
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適用する登録基幹技能者及び対象工事の範囲を拡大する

○変更点○
・対象工事及び対象登録基幹技能者を下記の通り拡大。

対象工事：トンネル、橋梁上部・下部、樋門

対象登録基幹技能者：「鉄筋、型枠、鳶・土工、機械土工、トンネル、橋梁、ＰＣ」の
各登録基幹技能者を対象工事により設定して評価

対象工事：ＷＴＯ対象案件を除く全ての工事
※ただし、コンクリート舗装及びプレハブ建築については、対象となる登録基幹技能者の

種類が無いため評価対象外

対象登録基幹技能者：各工種に対応する技術者を評価

※各工種に対応する登録基幹技能者の詳細については次表を参照

平成24年度10月期（変更前）

平成26年度以降（変更後）

④登録基幹技能者

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し
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⑤施工体制評価 Ｈ２５ガイドラインとの整合

標準点＋｛加算点（企業・技術者）＋加算点（技術提案）｝×施工体制評価点獲得率＋施工体制評価点

入札金額（億円単位）
評価値＝

標準点＋加算点（企業・技術者）＋加算点（技術提案）×施工体制評価点獲得率＋施工体制評価点

入札金額（億円単位）
評価値＝

○概要○
公共工事の品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載
された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する総合評価落札方式。

平成24年度10月期（変更前）

平成26年度以降（変更後）

施工体制評価点の獲得率が影響する範囲は
ガイドラインに合わせ技術提案評価のみとする。

○現状○
品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を評価するもので、調査基準価格以下の入札者等に
は、追加資料を求め、ヒアリングを実施し、疑義がある場合は評価を減じている。

企業及び配置予定技術者等の評価基準の見直し
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平成２４年１０月期（変更前） 平成２６年度以降（変更後）

技術提案書の
招請方法
（発注者）

・技術提案テーマは１つ又は２つを設定
・１技術提案テーマに２つ又は３つの着目点を
　設定

・技術提案テーマは１つ又は２つ設定
・１技術提案テーマに５つまでのより具体的な
着目点を設定

技術提案書の
記載方法
（競争参加者）

・着目点毎に１つ以上の課題とその課題に対
　応する技術提案を記載
・最大５つまでの課題と技術提案を記載可
・１つの技術提案に複数の実施方法を記載可

・着目点毎に１つの技術提案を記載
・１つの技術提案に２つまでの実施方法を記
  載可

技術提案の
評価方法
（発注者）

・１技術提案毎に記載された複数の実施方法
　を分析、判定方式を用いて総合的に評価
・評価結果を相対的に比較し加算点を算定

・１技術提案毎に記載された２つまでの実施
  方法を分析、判定方式を用いて総合的に
  評価
・評価結果を直接的に比較し加算点を算定

技術提案書の招請・評価方法の見直し

○背景○
四国地整においては、公共工事のより一層の品質向上並びに地域の建設企業の育成を目的として、重
要構造物等については技術提案を求めることとしていた。

○課題○
◆オーバースペックとなる提案や多くの対策・工法等を記載する提案がなされるため、競争参加者の

技術提案書作成に係る負担と発注者の技術提案書分析・評価に係る負担が増大
◆会計検査院決算報告書所見（H25.11）｢技術評価に関する加算点の算定については、技術提案の得点

の差が加算点に直接的に反映されないおそれのある方法を見直すなど、算定方法を検討すること｣

・着目点をより具体的に提示

・技術提案書分析の負担軽減
・相対的な比較から直接的な
比較へ

・技術提案書作成の負担軽減
・オーバースペック提案の低減
に寄与
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着 目 点 ① ○○における○○の○○対策

●●●工法＜工法等＞

＜提案理由及び実施内容＞実

技 施 （ ●●●工法の 具体的な実本工事の特性及び現場条件等を踏まえて、 提案理由と

方 施内容について要点を簡潔に記載）

術 法

① 実績と実現性 （提案した実施方法の施工実績等と 本工事その実績等を踏まえて

提 において実現可能とした根拠について簡潔に記載）

□□材の利用＜工法等＞

＜提案理由及び実施内容＞案 実

施 （ □□材の利用の 具体的な本工事の特性及び現場条件等を踏まえて、 提案理由と

① 方 実施内容について要点を簡潔に記載）

法

② 実績と実現性

概算工事費（総額、単位百万円） 標準： 提案：

技術提案書イメージ

各着目点（着目点は５つまで設定）に記載する内容・・・２つまでの実施方法を記載可

求める内容をより明確
にするために、より具
体的な着目点を設定す
る。
（発注者で設定）

本工事の特性及び現
場条件等を踏まえて、
記載した工法や対策、
使用材料などの提案
理由と具体的な実施
方法の内容を記載す
る。

着目点に対して、適切
な工法や使用材料等
の実施方法を記載。

※複数、記載してはな
らない。

実績が無い場合は技
術的根拠（NETIS、他

社実績、論文など）及
び本工事において実
現可能とした根拠に
ついて簡潔に記載す
る。

・より具体的な着目点を設定する事により、技術提案書の作成および分析・評価に係る競争参加者
及び発注者双方の負担軽減に繋がるとともに、オーバースペック提案の低減に寄与する。

・技術提案は、着目点に対する適切性・具体性及び履行の実現性により評価を行うものであり、過
度なコストを要するもの並びに多くの工法や対策等を記載したものを優位に評価するものではない。

概算工事費について
は加点評価の対象とし
ない。
(本官工事のみ)

技術提案書の招請・評価方法の見直し あくまでイメージであり、
案件ごとに内容を確認のこと！
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入札公告

競争参加資格確認申請書及び

技術提案書の提出

入札書の提出

開札

技術提案書の審査・評価

高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの見直し

競争参加資格の確認結果の通知

（これまでの手続きの例）

予定価格作成

（現状体制）

入札公告

競争参加資格確認申請書の提出

開札

予定価格
作成

（１）技術提案書における業者名のマスキングの徹底

（２）予定価格作成時期の後倒し、入札書と技術提案書の同時提出、総合評価落札方式における積算業務と技
術審査・評価業務の分離体制の確保など、不正が発生しにくい制度への見直しを検討

入札書と技術提案書の同時提出

競争参加資格の
確認結果通知

入札書との同時提出

予定価格作成
時期の後倒し

技術提案書の
審査・評価

積算業務と技術審
査・評価業務の
分離体制の確保

マスキングの徹底

平成２６年４月１日
以降、技術提案書
のみマスキング
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段階選抜方式の試行

入札参加者の技術提案の負担の軽減等を図る観点から、総合評価落札方式における段階選抜方式について、
平成24年度に４件、平成25年度に３件試行｡

工事名 平成25-27年度 ○○○トンネル工事 地整 四国地整

工種 一般土木 WTO ○ 総合評価 技術提案評価型 公示日 H25.6.27 契約日 H25.9.30

主な工事内容 トンネル工事（L=１，１８０ｍ）

手
続
き
開
始
の
公
示

申
請
書
、
資
料
及
び

技
術
提
案
①
の
提
出
期
限

絞
り
込
み

指
名
・
非
指
名
通
知
及
び

技
術
提
案
①
の
採
否
通
知
、

技
術
提
案
②
の
提
出
要
請

入
札
の
執
行
（
開
札
）

技
術
提
案
②
の
審
査

落
札
者
決
定
・
契
約

入
札
書
及
び
技
術
提
案
②

の
提
出
期
限

２２日 １９日 ２１日 ３４日

○手続きの流れ

１段階目の
評価項目詳細
（選抜者数：１０者）

技術提案（３０点） 技術提案①
（３０点）【品質向上】

企業（１５点） 実績（１５点）

技術者（１５点） 実績（１５点）

２段階目の評価項
目詳細

技術提案（６
０点）

技術提案①
（３０点） 【品質向上】
技術提案②
（３０点） 【品質向上】

海外企業の扱い（WTO対象工事） 国内企業と同じ。

施
工
体
制
の
確
認

※日数には土曜日、日曜日、祝日等
を含む実日数。

【２０社】 【１１社】 【１１社】 【４社】

○工事概要

【指名：１１社】

◆段階選抜の手続き例

※実績は同種工事の施工実績のみで、工事成績及び表彰は含まない｡
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【一括審査活用方式の目的】
・隣接する同種・同規模工事を異なる企業が受注することで、受注者間で施工管理・工程管理・環境対策・地元
対策など様々な観点から競争させることによって、総合的に品質の向上を図る。

・また、併せて迅速な入札契約手続き、受発注者の事務量軽減、受注業者の固定化対策並びに工事間（受注
者間）の連携による効率化も図ることが出来る。

・平成25年度に５件１３工事で試行。平成26年度も引き続き試行を実施。

一括審査活用方式の試行

・イ地区堤防改良工事
・ロ地区堤防改良工事
・ハ地区堤防改良工事

競争参加業者

※同一内容の申請書（技術提案含む）で３工事への申請
配置予定技術者については1人で申請

参加申請

※３工事について同一内容の技術
資料で企業評価・技術者評価・技
術提案を一括で審査する。

発注者

・イ地区堤防改良工事 Ａ社（落札）
Ｂ社
Ｃ社
Ｄ社

・ロ地区堤防改良工事 Ａ社
Ｂ社（落札）
Ｃ社
Ｄ社

Ａ社落札のため除外

落札イメージ

※同一の参加資格要件・評価項
目・技術 提案テーマを設定する。

一括審査

◆隣接する同種・同規模工事

Ａ社施工 Ｂ社施工

施工競争

イ地区堤防
改良工事

Ｌ＝３００ｍ

・品質管理・施工管理
・工程管理・環境対策
・地元対策 etc
の工夫

築堤・護岸 Ｌ＝９００ｍ

品質の向上

◆手続きイメージ

Ｂ社落札のため除外

ロ地区堤防
改良工事

Ｌ＝３００ｍ

ハ地区堤防
改良工事

Ｌ＝３００ｍ

Ｃ社施工

・ハ地区堤防改良工事 Ａ社
Ｂ社
Ｃ社（落札）
Ｄ社
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品確法と建設業法・入契法等の一体的改正



静岡談合事件

ゼネコン汚職

贈収賄事件

橋梁談合事件

・入札結果等の公表（指名業者名は入札前公表）
・指名競争を運用上の基本
・指名審査会などの合議制機関による指名審査

・大規模工事における一般競争の導入
・技術力・受注意欲を反映した指名競争の改善
・苦情処理制度の創設
・第三者機関による監視

・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法
律」制定
・情報公表の義務付け（発注見通し、契約過程）
・公正取引委員会への通知義務

・「公共工事の品質確保の促進に関する法律」制定
・一般競争入札拡大（２億円以上）

・総合評価落札方式の拡大・充実（金額ベースで５割超）

・入札契約過程の監視強化
・ペナルティ強化（指名停止・違約金)

（Ｓ５６．５
立入検査）

（Ｈ５．６
逮捕）

（Ｈ１２．７
逮捕）

（Ｈ１７．５
告発）

主な談合事件と入札制度改革

水門談合事件

・一般競争入札拡大（６千万円以上）

・ペナルティ強化（営業停止・指名停止)

（Ｈ１９．３
排除措置命令）
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の制定

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』
１．公共工事の品質確保に関する
基本理念および発注者の責務の

明確化

２． 『価格のみ競争』から
『価格と品質で総合的に
優れた調達』への転換

３．発注者をサポートする
仕組みの明確化

公共工事の品質は、価格及び品質が
総合的に優れた内容の契約がなされる
ことにより確保されなければならないこ
とを明記

（第３条第２項）

・工事の経験等、技術的能力に
関する事項を審査（第１１条）

・技術提案を求める入札（第１２条）
・技術提案についての改善が可能

（第１３条）
・技術提案の審査の結果を踏まえた

予定価格作成（第１４条）

外部支援の活用による発注者

支援（第１５条）

不良・不適格業者の参入

発注者の能力差

厳しい財政状況

品質低下の懸念

独禁法改正の動き民間技術力の向上

欧米の先行事例 談合
ダンピングの増加

政府の策定する「基本方針」に基づき、各発注者は必要な措置を講ずる（第９条）

平成１７年４月１日施行
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（目的）

第一条 この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の

実現及びその安全の確保、環境の保全（良好な環境の創出を含む。）、自立的で個性豊かな地域

社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であること

に鑑み、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策定等その担い手の

中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定

めることにより、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び

国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（発注者の責務）

第七条 発注者は基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工

事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設計書の作成、予

定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに

工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を次

に定めるところによる等適切に実施しなければならない。

一 公共工事を施工する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保さ
れるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基
づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態
等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。

二 入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がなかったと認める場合に
おいて更に入札に付するときその他必要があると認めるときは、当該入札に参加する者から当
該入札に係る工事の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことに
より、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。

公共工事の品質確保の促進に関する法律（改正）（抄）
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三 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止
するため、その入札金額によっては当該公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約とな
るおそれがあると認められる場合の基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ず
ること。

四 計画的に発注を行うとともに、適切な工期を設定するよう努めること。

五 設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。）に適切に施工条件を
明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、
設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場
合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴
い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。

六 必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施する
よう努めること

（受注者の責務）

第八条 公共工事の受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適正に実施し、下請け契

約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。

２ 公共工事の受注者（受注者となろうとする者を含む。）は、契約された又は将来施工することとなる

公共工事の適正な実施のために必要な技術的能力の向上並びに技術者、技能労働者等の育成及

び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努

めなければならない。

公共工事の品質確保の促進に関する法律（改正）（抄）
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予定価格に係る会計法令上の主な規定

会計法

第二十九条の六 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の
目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相
手方とするものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものについて、相手方
となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされな
いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、政令の定めるところにより、予定価格の
制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を当該
契約の相手方とすることができる。

予算決算及び会計令

第七十九条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格（第九十一条第一項の競争にあっ
ては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあっては財務大臣の
定めるものとする。以下次条第一項において同じ。）を当該事項に関する仕様書、設計書等によって
予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の
際これを開札場所に置かなければならない。

第八十条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、
一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価につ
いてその予定価格を定めることができる。

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難
易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
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より適正な価格の設定に向けて

○実際には幅のある実勢価格を予定価格に反映させる仕組みへ

実勢価格の幅に対応した価格の幅での競争環境の構築
【現状】落札結果が実勢に基づいた標準的な価格である予定価格周辺で分布していない。

落札結果に基づいた流通価格が実勢価格となることの懸念への対応
【現状】予定価格の範囲内での競争の結果に基づいた実勢価格を把握し、積算根拠に活用。

○適正な利潤の確保を図り、品質確保と中長期的な担い手確保の両立へ

持続可能な社会資本整備・維持管理のための体制を確保。
【現状】人材育成・確保や機械保有への支出が十分にできているか不透明。

○短期及び中長期の入札不調・不落発生の低減へ

入札不調・不落の発生要因の１つである価格要因を短期的に解消。

実勢価格の適正化により中長期の価格の乖離の解消にも寄与。
【現状】入札不調・不落の要因として「価格の乖離」や「採算性の低さ」などが想定されている。

より適正な価格等の設定に向けた検討における視点：
『品質確保と中長期的な担い手確保の両立』

～適正な利潤の確保及び価格変動等に対応した価格決定システムへ～

75



より適正な価格等の設定について

適正な価格等（価格・工期）の設定

－適正な価格の設定

－適正な契約時の価格の設定

－取引き実態等を基にした標準的な価格（積算基準）の見直し

・実勢に基づく工事原価（直接工事費・共通仮設費・現場管理費）の設定

・一般管理費等の算定方法の見直し

－標準的な価格（平均値・最頻値）としての予定価格の見直し

・実勢価格の幅を反映した予定価格の設定

－契約後の設計変更や価格変動への対応

－適切な設計変更

－スライド条項の運用徹底

－工事一時中止に伴う費用増への対応

－適正な工期の設定

－余裕工期の設定（契約後、着手前）

－設計内容に応じた工期の設定
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予定価格及びその積算に係る今後の方向性について

検討の方向性①（積算基準の設定）

検討の方向性②（積算の合理化）

検討の方向性③（より適正な価格等の設定）

・維持修繕工事をはじめ施工実態等を適正に踏まえた積算基準の見直しを引き続き行う。

・積算基準のあり方や個別の工種等について発注者間でのコミュニケーションを更に活性化する。特に積算
基準の適切な改定・運用等が困難な市町村に対し、都道府県とも連携し、国が必要な助言・支援（積算シス
テムの共有等）を行う。

・施工パッケージ型積算方式については、引き続き適用可能な工種について拡大を検討する。

既に施工パッケージを適用している工種についても適用事例を基に必要に応じて改良する。

・更なる受発注者の積算作業の効率化・簡素化のため、概略積算による発注方式など抜本的な積算作業の

見直しについても引き続き検討する。

・工事原価（直接工事費、共通仮設費、現場管理費）については、上述のとおり施工実態等を適正に踏まえ

た積算基準の見直しを引き続き行う。

・一般管理費等については、実勢の支出ベースだけでなく適正な利潤の確保の観点も含めて検討する。

・実際には幅のある実勢価格を予定価格に反映させる仕組みについて検討する。
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①行政・元請企業による加入指導、法定福利費確保に向けた取組等の総合的な対策を推進すべき

②平成２９年度を目途に、事業者単位では許可業者の１００％、労働者単位では少なくとも製造業相当の加入を目指すべき

１．これまでの中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会における提言

平成29年度を目途に目標を達成するため、これまで以下のような総合的対策を推進
①行政・元請企業・下請企業等の関係者が一体となった推進体制の整備

②建設業担当部局における建設業許可・更新時等の加入状況の確認・指導、保険担当部局への通報、経営事項
審査での減点措置の厳格化

③法定福利費の確保
・公共工事設計労務単価の改訂等により必要な法定福利費（本人負担分・事業主負担分）の額を

公共工事の予定価格に反映

・各専門工事業団体による法定福利費が内訳明示された標準見積書の作成、活用
（平成２５年９月から一斉に活用開始）

２．総合的対策の推進

３．今後取り組むべき対策の方向

①社会保険等への加入状況：企業別８７％、労働者別５８％（平成24年度公共工事労務費調査、３保険への加入率）

②東日本大震災からの復旧・復興等による建設投資の回復

③国民負担による必要な法定福利費額の公共工事の予定価格への反映

これまで講じてきた総合的対策の推進に加え、

○公共工事の施工に関し、社会保険未加入業者に対する厳正かつ適切な指導監督を強化するとともに

○公共工事において元請業者・一次下請業者から社会保険未加入業者を排除

現 状

今後の対策の方向性 今こそ更に取組を加速化する必要性

基本問題小委員会における提言（平成26年1月）【社会保険等未加入対策関係】
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国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策

○平成26年１月30日

第２回建設産業活性化会議において髙木副大臣よりご指示

「国土交通省発注工事の元請・一次下請につきましては、平成26年度中に社会保険加入企業に限らせて頂く方
向で、具体的な対策を検討するよう、本日、事務方に指示致しました。」

中建審提言後の経緯

○平成26年２月27日～３月19日

対策案の概要・スケジュール等に関する建設業界・自治体向けの説明会を開催

○平成26年３月28日

第４回建設産業活性化会議において髙木副大臣よりご発言

「平成２６年８月１日以降、国土交通省直轄工事において、

・元請業者及び下請代金の総額が３千万円以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定す
る。

・二次以下の下請業者が社会保険等未加入の場合は、建設業担当部局が加入指導等を引き続き実施する。

平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入業者に限定する方向で検討。

地方公共団体等の発注者に対しても、国土交通省の上記スキームを情報提供し、同様の取組みの実施の検討を促すととも
に、積極的に社会保険等未加入対策に取り組むよう促す。」
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国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策

○ 平成２６年８月１日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、

・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。

・元請業者及び下請代金の総額が３千万円以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定する。
（※）建築一式工事の場合は4500万円

①入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認。

（未加入の元請業者は工事から排除）

②未加入の一次下請業者との契約を原則禁止。

③施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認。

④未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の

措置を実施。（元請業者への制裁金の請求等）

⑤全ての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報。

⑥建設業担当部局において未加入業者（二次下請以下も

含む。）への加入指導等を引き続き実施。

元 請 業 者

一次下請業者

二次下請業者

スキーム

建設業

担当部局

① 入札参加時の加入確認

②未加入業者と契約を

原則禁止 ③ 施工体制台帳等

による加入確認

発 注 部 局

⑥ 未加入業者への 加入指導等

④ ②の違反に対する
制裁金の請求等

⑤ ③における未加

入業者を通報

○ 平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入建設業者に限定する。

○上記内容に付き、平成26年５月16日付けで地方整備局等宛に通知を発出。また、同日付けで、地方公共団体に対し、
当該通知を参考送付し、同様の取組の検討を促した。 80
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公共事業の円滑な施工確保対策＜概要＞

人手不足への対応・平準化

技術者等の不足状況など、地域の実情等に応じて発注
ロットを大型化（地域企業の活用に配慮）

近接した工事において主任技術者が兼任して管理でき
る範囲を、これまでの5km程度から10km程度に緩和

受注企業の希望に応じて工期の開始時期を調整するフ
レックス工期、工事開始前に労働者確保等の準備を行
うための余裕期間（最長3ヵ月）など柔軟に工期を設
定

地域の実情等に応じて国・地方公共団体の発注見通し
を統合し、公表（地方整備局等が実施）

公共建築工事の施工確保 適正な工事採算性の確保

資材等を遠隔地調達せざるを得ない場合に、工事の設
計変更による追加コストの精算払いを実施

予定価格の適切な設定

公共工事設計労務単価・設計業務等の技術者単価の引
き上げを実施。併せて労務単価の引き上げに応じてイ
ンフレスライド条項を適用

橋梁補修工（ひび割れ補修、断面修復、表面被覆）な
ど、維持修繕工事の歩掛の新設や見直しを実施し、平
成26年度から適用

見積りの活用を含め、最新単価の適用を徹底

設計図書に基づく数量、施工条件等が実態に合わない
場合の見直しを徹底

新たに公共建築工事の予定価格設定等に関する相談受
付の開始（地方整備局等の「公共建築相談窓口」）

入札不調等について、既契約工事への追加など、状況
に応じて柔軟に契約・変更

地方公共団体等に対し、歩切り根絶へ向けて強く要請

契約後の資材や労務費の高騰に対応するスライド条項
の適切な設定・活用
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